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第五編 本会の性格と組織

一

本
会
の
性
格

目
的
及
び
設
置
の
経
緯

(一)

本
会
は
、
全
国
の
都
道
府
県
知
事
を
も
っ
て
組
織
し
、
各
都
道
府
県
間
の
連
絡
提
携
を
緊
密
に
し
て
、
地
方
自
治
の
円
滑
な
運
営

と
進
展
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

当
初
は
、
全
国
地
方
自
治
協
議
会
連
合
会
（
地
方
自
治
協
議
会
＝
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
別
の
知
事
の
協
議
機
関
）
と
し
て
、
昭
和
二
十

二
年
十
月
一
日
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
現
行
憲
法
の
施
行
と
と
も
に
、
地
方
自
治
法
（
昭
二
二
・
四
・
一
七

法
六
七
）

が
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
施
行
さ
れ
、
こ
れ
に
先
立
ち
新
制
度
に
よ
り
第
一
回
公
選
知
事
選
挙
が
同
年
四
月
五
日
に
行
わ
れ
て
い

る
。そ

の
後
、
昭
和
二
十
五
年
十
月
十
一
日
、
直
接
全
国
の
知
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
こ
と
と
し
、
名
称
も
「
全
国
知
事
会
」
と
改
称

し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

関
係
法
令
等

(二)

本
会
は
、
地
方
自
治
法
第
二
六
三
条
の
三
の
規
定
（
昭
和
三
十
八
年
追
加
）
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
等
（
地
方
公
共
団
体
の
長

若
し
く
は
議
長
）
が
全
国
的
連
合
組
織
を
設
け
た
場
合
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
法
人
格
を
有
し
な
い
任
意
団

体
で
あ
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
（
平
成
五
年
追
加
）
に
よ
り
、
地
方
自
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
法
律
又
は
政
令
そ
の
他
の
事
項
に
関

し
、
総
務
大
臣
を
経
由
し
て
内
閣
に
対
し
意
見
を
申
し
出
、
又
は
国
会
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
同

条
第
三
項
、
第
四
項
の
規
定
（
平
成
十
一
年
追
加
）
に
よ
り
、
内
閣
は
、
意
見
の
申
し
出
や
地
方
公
共
団
体
に
新
た
に
義
務
を
課
す
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る
施
策
に
関
す
る
意
見
に
対
し
て
は
回
答
努
力
を
す
る
。
ま
た
、
同
条
第
五
項
の
規
定
（
平
成
十
八
年
追
加
）
に
よ
り
地
方
公
共
団

体
に
新
た
な
義
務
を
課
す
施
策
を
立
案
す
る
際
は
、
内
閣
に
対
し
て
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
運
営
は
、
規
約
に
基
づ
き

都
道
府
県
の
分
担
金
等
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
全
国
的
連
合
組
織
と
し
て
は
、
本
会
を
始
め
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
・
全
国
市
長
会
・
全
国

市
議
会
議
長
会
・
全
国
町
村
会
・
全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
地
方
六
団
体
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
団
体
の
代
表
者
等
で
「
地
方
自
治
確

立
対
策
協
議
会

（
昭
三
八
・
八
・
二
三
発
足
）
を
組
織
し
、
地
方
行
財
政
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
協
同
し
て
活
発
な
活
動
を
行

」

っ
て
い
る
。

二

本
会
の
組
織

組
織
改
正
こ
の
十
年
の
主
な
動
き

(一)

本
会
の
組
織
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
、
平
成
十
七
年
六
月
に
全
国
知
事
会
規
約
が
改
正
さ
れ
、
平
成
十
二
年
十
二
月
に
は
、
全

国
知
事
会
の
会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
の
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
十
二
月
改
正
）
並
び
に
全
国
知
事
会
の
会
長
、
副
会

長
、
理
事
及
び
監
事
の
選
任
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
八
月
、
平
成
十
六
年
十
二
月
改
正
）
が
施
行
さ
れ
た
。

ま
た
、
全
国
知
事
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
が
平
成
十
六
年
、
平
成
十
七
年
に
改
正
さ
れ
、
今
日
の
姿
と
な
っ
た
。

こ
の
十
年
に
お
け
る
組
織
改
正
の
主
な
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
会
議
出
席
者
の
合
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
評
決
に
よ
り
決
す
る
こ
と
が
可
能
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・
全
国
知
事
会
の
役
員
の
選
任
方
法
を
制
定
し
、
会
長
候
補
者
が
複
数
の
場
合
、
投
票
に
よ
り
選
任
が
可
能

・
常
任
委
員
会
・
特
別
委
員
会
等
の
抜
本
的
な
見
直
し

・
正
副
会
長
会
議
の
設
置
、
政
策
審
議
委
員
・
政
策
審
議
会
の
廃
止

・
政
策
課
題
に
つ
い
て
助
言
を
す
る
専
門
委
員
の
設
置

組
織
の
現
況

(二)

組
織
の
現
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

役

員

本
会
の
役
員
は
、
会
長
一
名
、
副
会
長
六
名
、
理
事
七
名
、
及
び
監
事
三
名
が
置
か
れ
て
い
る
。
役
員
の
任
期
は
四
年
と
さ
れ
、

補
欠
で
選
任
さ
れ
た
場
合
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
さ
れ
て
い
る
。
平
成
十
三
年
一
月
一
日
に
、
会
長
、
副
会
長
の
選
出
方
法
が
整

備
さ
れ
、
全
国
七
つ
の
地
方
知
事
会
を
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
か
ら
一
名
を
推
薦
し
て
も
ら
い
、
一
名

を
会
長
と
し
、
残
っ
た
も
の
を
副
会
長
と
す
る
会
長
等
選
任
規
則
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
十
五
年
八
月
二
十
一
日
に
、

。

、

、

、

会
長
の
選
任
を
知
事
の
投
票
に
よ
り
行
う
と
改
正
さ
れ
た

ま
た

平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
に

役
員
選
考
委
員
会
を
廃
止
し

副
会
長
、
理
事
及
び
監
事
を
全
国
知
事
会
議
へ
推
薦
す
る
よ
う
改
正
さ
れ
た
。

な
お
、
役
員
選
任
の
た
め
の
全
国
知
事
会
議
は
、
統
一
地
方
選
挙
の
後
に
開
催
さ
れ
る
の
を
例
と
し
て
お
り
、
役
員
は
次
の
よ
う

な
手
続
き
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
。
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会
長

(一)

五
名
以
上
の
知
事
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た
者
が
会
長
候
補
者
と
な
る
。
会
長
候
補
者
が
複
数
で
あ
る
場
合
、
知
事
の
投
票
に
よ
り

会
長
一
名
を
選
任
す
る
。

副
会
長
及
び
理
事

(二)

副
会
長
及
び
理
事
は
、
全
国
七
つ
の
地
方
知
事
会
を
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
か
ら
一
名
の
候
補
者

の
推
薦
を
受
け
、
選
任
す
る
。

監
事

(三)

監
事
は
、
全
国
七
つ
の
地
方
知
事
会
を
三
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
中
か
ら
一
名
の
候
補
者
の
推
薦
を
受

け
、
選
任
す
る
。

２

会

議

（
審
議
機
関
）

会
議
（
審
議
機
関
）
は
、
全
国
知
事
会
議
の
ほ
か
、
正
副
会
長
会
議
、
理
事
会
、
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
が
あ
る
。
平
成

十
二
年
十
二
月
に
会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
の
方
法
が
制
定
さ
れ
、
会
議
に
お
い
て
出
席
者
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
評
決
に

付
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
平
成
十
六
年
十
二
月
に
規
約
が
改
正
さ
れ
、
政
策
審
議
会
が
廃
止
と
な
っ
た
。

全
国
知
事
会
議

(一)
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全
国
知
事
会
議
は
、
全
都
道
府
県
知
事
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
総
会
に
相
当
し
、
議
決
す
べ
き
案
件
と
し
て
は
、
正

副
会
長
会
議
又
は
理
事
会
の
議
を
経
た
も
の
で
、
○
規
約
の
制
定
、
改
廃
に
関
す
る
こ
と
、
○
重
要
な
政
策
に
関
す
る
こ
と
、
○

内
閣
、
国
会
に
対
す
る
意
見
具
申
に
関
す
る
こ
と
、
○
法
令
外
負
担
金
に
関
す
る
こ
と
、
○
正
副
会
長
会
議
、
理
事
会
に
お
い
て

必
要
と
認
め
た
事
項
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
会
議
は
、
年
二
回
開
催
す
る
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
臨
時
に
開
く
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
年
、
翌
年
度
の
国
の
施
策
並
び
に
予
算
に
関
す
る
提
案
・
要
望
等
に
つ
い
て
協
議
し
、
そ
の
実
現
を
図
る

た
め
、
七
月
（
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら
地
方
で
開
催
）
と
十
二
月
（
東
京
で
開
催
）
に
定
例
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
重
要

な
政
策
等
で
緊
急
に
協
議
を
要
す
る
場
合
は
臨
時
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
役
員
改
選
の
た
め
の
全
国
知
事
会
議
は
、
四
年

ご
と
に
別
途
開
か
れ
て
い
る
。

正
副
会
長
会
議

(二)

正
副
会
長
会
議
は
、
会
長
、
副
会
長
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
議
決
す
べ
き
案
件
と
し
て
は
、
○
政
策
提
言
や
会
務
全
般
に
関
す

る
会
長
へ
の
助
言
、
○
特
別
委
員
会
の
設
置
決
定
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
全
国
知
事
会
議
に
先
立
ち
、
正
副
会
長
会
議
・
理
事
会
合
同
会
議
と
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

理
事
会

(三)

理
事
会
は
、
会
長
、
副
会
長
及
び
理
事
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
議
決
す
べ
き
案
件
と
し
て
は
、
○
規
則
の
制
定
、
改
廃
に
関
す

る
こ
と
、
○
本
会
の
会
務
に
関
す
る
こ
と
、
○
予
算
を
定
め
、
決
算
を
認
定
す
る
こ
と
、
○
全
国
知
事
会
議
に
お
い
て
委
任
さ
れ

。

、

、

、

、

、

た
事
項
と
さ
れ
て
い
る

ま
た

○
規
約
の
制
定

改
廃
に
関
す
る
こ
と

○
内
閣

国
会
に
対
す
る
意
見
具
申
に
関
す
る
こ
と

○
法
令
外
負
担
金
、
○
常
任
委
員
会
、
特
別
委
員
会
所
管
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
全
国
知
事
会
議
に
先
立
ち
、
審
議
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
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理
事
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
申
し
合
せ
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。

理
事
会
（
昭
四
六
・
七
・
二
七
）

。

、

、

。

・
知
事
自
身
出
席
す
る
も
の
と
す
る

た
だ
し

止
む
を
得
ず
欠
席
す
る
場
合
は

副
知
事
を
代
理
出
席
せ
し
め
る
こ
と

・
原
則
と
し
て
非
公
開
と
す
る
。

な
お
、
理
事
会
の
も
と
に
は
当
該
都
道
府
県
の
総
務
部
長
に
よ
る
幹
事
が
置
か
れ
て
い
る
。

常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会

(四)

常
任
委
員
会
は
、
次
の
四
つ
が
常
設
さ
れ
て
お
り
、
地
方
行
財
政
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
・
研
究

・
政
策
の
立
案
及
び
そ
の
推
進
に
当
た
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
調
査
、
研
究
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
常
任
委
員
会
の

中
に
小
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る
。
な
お
、
各
知
事
は
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
常
任
委
員
会
に
所
属
し
て
い
る
。

①
総
務
常
任
委
員
会

・
自
治
医
科
大
学
運
営
小
委
員
会

・
再
建
法
制
等
問
題
小
委
員
会

②
農
林
商
工
常
任
委
員
会

③
建
設
運
輸
常
任
委
員
会

④
社
会
文
教
常
任
委
員
会

特
別
委
員
会
は
、
次
の
十
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
委
員
は
正
副
会
長
会
議
に
お
い
て
選
任
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
事
項
に
つ

い
て
協
議
し
、
そ
の
推
進
に
当
た
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
調
査
、
研
究
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
特
別
委
員
会
の
中
に

小
委
員
会
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
て
い
る
。
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①
政
権
公
約
評
価
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
七
・
六
設
置
）

②
男
女
共
同
参
画
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
七
・
八
設
置
）

③
道
州
制
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
七
・
四
設
置
）

・
道
州
の
組
織
・
自
治
権
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

・
道
州
に
お
け
る
税
財
政
制
度
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

④
災
害
対
策
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
六
・
二
八
設
置
）

⑤
情
報
化
推
進
対
策
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
七
・
六
設
置
）

⑥
法
令
外
分
担
金
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
七
・
七
設
置
）

⑦
憲
法
問
題
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
五
・
二
四
設
置
）

⑧
地
方
分
権
推
進
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
六
・
六
設
置
）

・
福
祉
分
野
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

・
環
境
分
野
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

・
産
業
分
野
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

・
ま
ち
づ
く
り
分
野
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

・
教
育
分
野
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

・
災
害
そ
の
他
分
野
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

・
国
と
地
方
の
あ
り
方
小
委
員
会

・
地
方
交
付
税
問
題
小
委
員
会
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・
地
方
税
制
小
委
員
会

・
分
権
改
革
推
進
国
民
運
動
小
委
員
会

・
公
営
企
業
金
融
公
庫
改
革
小
委
員
会

⑨
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
問
題
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
十
・
二
十
設
置
）

⑩
次
世
代
育
成
支
援
対
策
特
別
委
員
会
（
平
一
七
・
十
二
・
二
一
設
置
）

３

研
究
会
等

研
究
会
等
は
、
自
治
制
度
研
究
会
、
公
共
調
達
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

①
自
治
制
度
研
究
会
（
昭
四
五
・
五
・
二
七
設
置
）

自
治
制
度
に
関
す
る
基
本
問
題
を
研
究
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
、
会
長
の
委
嘱
に
よ
る
学
識
経
験
者
十
名
程
度
を
も
っ
て

組
織
さ
れ
て
い
る
。

②
公
共
調
達
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
平
一
八
・
一
一
・
二
四
）

緊
急
且
つ
臨
時
の
会
長
直
属
の
組
織
と
し
て
、
公
共
調
達
シ
ス
テ
ム
刷
新
へ
の
取
組
み
に
資
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
、
会

長
の
指
名
に
よ
る
五
名
の
知
事
で
も
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。

地
方
財
政
研
究
会
・
国
民
生
活
安
定
緊
急
対
策
本
部
・
地
域
問
題
研
究
会
・
公
営
企
業
問
題
研
究
会
・
個
人
災
害
救
済
制
度
研
究

会
・
臨
時
地
方
行
財
政
基
本
問
題
研
究
会
・
地
方
行
財
政
基
本
問
題
研
究
会
・
水
問
題
研
究
会
・
法
人
事
業
税
外
形
課
税
実
施
問
題
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研
究
会
・
地
域
交
通
問
題
研
究
会
・
円
高
不
況
対
策
研
究
会
・
国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲
等
研
究
会
・
府
県
政
懇
談
会
及
び
個
人

災
害
対
策
研
究
会
は
、
現
在
休
止
中
で
あ
る
。

４

事
務
局

事
務
局
は
、
事
務
総
長
、
事
務
局
次
長
の
も
と
に
、
総
務
部
、
連
絡
広
報
部
、
調
査
第
一
部
、
調
査
第
二
部
、
国
際
部
及
び
研
究

室
の
五
部
一
室
が
置
か
れ
て
お
り
、
事
務
局
職
員
の
定
数
は
四
十
二
名
で
あ
る
。

①
総
務
部全

国
知
事
会
議
、
正
副
会
長
会
議
、
理
事
会
の
事
務
を
所
管
す
る
ほ
か
、
会
務
関
係
（
人
事
、
給
与
、
予
算
、
決
算
、

収
入
、
支
出
、
福
利
厚
生
、
文
書
物
品
の
管
理
、
法
令
外
分
担
金
に
関
す
る
事
項
等

、
総
務
常
任
委
員
会
（
自
治
医
科

）

大
学
の
運
営
）
に
関
す
る
事
項
の
事
務
等
を
所
管
し
て
い
る
。

②
連
絡
広
報
部

情
報
化
推
進
対
策
特
別
委
員
会
、
地
方
分
権
推
進
特
別
委
員
会
（
分
権
改
革
推
進
国
民
運
動
小
委
員
会
関
係
）
に
関
す

る
事
務
の
ほ
か
、
各
都
道
府
県
と
の
連
絡
、
政
府
・
国
会
等
と
の
連
絡
、
情
報
収
集
、
機
関
誌
「
都
道
府
県
展
望
」
等
の

、

。

、

（

）
、

編
集
発
行

都
道
府
県
記
者
ク
ラ
ブ
の
事
務
等
を
所
管
し
て
い
る

な
お

地
方
自
治
確
立
対
策
協
議
会

地
方
六
団
体

全
国
東
京
事
務
所
長
会
に
関
す
る
事
務
も
併
せ
て
所
管
し
て
い
る
。

③
調
査
第
一
部
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総
務
常
任
委
員
会
、
社
会
文
教
常
任
委
員
会
（
文
部
科
学
省
関
係

、
農
林
商
工
常
任
委
員
会
（
農
林
水
産
省
関
係

、

）

）

地
方
分
権
推
進
特
別
委
員
会
、
道
州
制
特
別
委
員
会
、
政
権
公
約
評
価
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関
連
す

る
小
委
員
会
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
事
務
等
を
所
管
し
て
い
る
。

④
調
査
第
二
部

農
林
商
工
常
任
委
員
会
（
経
済
産
業
省
関
係

、
建
設
運
輸
常
任
委
員
会
、
社
会
文
教
常
任
委
員
会
（
厚
生
労
働
省
・

）

環
境
省
関
係

、
男
女
共
同
参
画
特
別
委
員
会
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
特
別
委
員
会
、
災
害
対
策
特
別
委
員
会
、
地
方

）

分
権
推
進
特
別
委
員
会
（
地
方
交
付
税
問
題
小
委
員
会
関
係

、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
問
題
特
別
委
員
会
に
関
連
す
る
事

）

務
等
所
管
し
て
い
る
。

⑤
国
際
部総

務
常
任
委
員
会
（
国
際
交
流
、
国
際
協
力
等
）
に
関
す
る
事
務
の
ほ
か
、
日
中
知
事
交
流
、
日
韓
知
事
会
議
な
ど
の

国
際
交
流
等
の
対
外
関
係
の
事
務
等
を
所
管
し
て
い
る
。

⑥
研
究
室

、

、

、

憲
法
問
題
特
別
委
員
会

自
治
制
度
研
究
会
に
関
す
る
事
務
の
ほ
か

地
方
自
治
先
進
政
策
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
務

書
籍
・
資
料
等
の
整
備
管
理
に
関
す
る
事
務
等
を
所
管
し
て
い
る
。

歴
代
事
務
総
長
は
、
郡

祐
一
（
昭
二
二
・
一
〇
～
昭
二
三
・
三

、
大
迫
元
繁
（
昭
二
三
・
四
～
昭
二
八
・
四

、
宮
内

彌

）

）

（
昭
二
八
・
一
二
～
昭
四
五
・
九

、
藤
井
貞
夫
（
昭
四
五
・
一
〇
～
昭
四
九
・
一
二

、
松
島
五
郎
（
昭
五
〇
・
一
～
昭
五
七
・

）

）

七

、
石
見

三
（
昭
五
七
・
八
～
平
元
・
七

、
砂
子
田


（
平
元
・
八
～
平
八
・
七

、
紀
内

宏
（
平
八
・
八
～
平
一
四
・

）

）

）

一
）
嶋
津

昭
（
平
一
四
・
二
～
平
一
五
・
八

、
中
川
浩
明
（
平
一
五
・
九
～
）
が
就
任
し
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
四
十
五
年
十

）
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月
の
規
約
改
正
に
よ
り
、
事
務
局
長
か
ら
事
務
総
長
に
名
称
を
改
め
て
い
る
。

事
務
局
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
月
の
本
会
発
足
当
初
、
東
京
都
千
代
田
区
日
比
谷
の
市
政
会
館
に
仮
寓
の
後
、
昭
和
二
十
三
年
四

月
、
千
代
田
区
九
段
の
旧
都
道
府
県
会
館
に
移
り
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
以
降
の
千
代
田
区
平
河
町
二
－
六
－
三
都
道
府
県
会
館
内

に
お
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
平
成
八
年
一
月
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
ま
で
、
都
道
府
県
会
館
建
替
の
た
め
、
千
代
田
区
丸
の
内
三
－

八
－
一
東
京
都
丸
の
内
庁
舎
及
び
東
三
号
庁
舎
内
に
仮
移
転
し
て
い
た
。




